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本手引きは、横浜市における指定管理者制度の運用に当たっての事務手続や留意

点について、施設所管課及び指定管理者向けに示すものです。制度の趣旨や理念、

運用の原則については、「横浜市指定管理者制度運用ガイドライン」をご参照くだ

さい。 

また、運用に当たっての細目は、各施設の公募要項や協定書等に規定します。 
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第１部 物価及び賃金水準スライド制度                  

 

第１章 各種スライド制度の概要                        

１ 制度の目的と意義 

従前の指定管理者制度の運用においては、指定期間中の物価や賃金水準の変動

に伴う経費の増減については、あらかじめ事業者が想定して応募するものとして、

指定管理料に反映する取扱とはしていませんでした。 

一方で、神奈川県の最低賃金が毎年２％以上上昇するなど、人件費の拡大傾向

が継続して見られたため、本市においては、平成 30 年度から、賃金水準の変動

に応じて指定管理料を変更する仕組み（以下「賃金水準スライド」という。）を全

国に先駆けて導入し、施設で働く方々の雇用労働条件の改善を図ってきました。 

さらに、近年、人件費に加え、物価の変動も高水準で推移しています。このよ

うな状況の中で、指定管理施設の安定的運営を確保し、ひいては制度の持続性を

担保するために、令和７年９月に改正した「横浜市指定管理者制度運用ガイドラ

イン第 18 版」に基づき、人件費に加え物価の上昇分についても原則として市の

負担とし、指定管理料に反映する仕組み（以下「物価スライド」という。）を導入

しました。 

これらのスライド制度の適切な運用を通じて、安定した施設運営を通じた市民

サービスの向上を実現していきます。 

 

２ 用語の定義 

  ○物価スライド 

   消費者物価指数（生鮮食品除く総合・横浜市）物価を指標とし、その変動率

に応じて指定管理料を変更する仕組み 
 

  ○賃金水準スライド 

   神奈川県最低賃金等を指標※とし、その変動率に応じて指定管理料を変更す

る仕組み 

※使用指標：神奈川県最低賃金及び横浜市人事委員会が公表する民間給与実態調査か

ら算出した民間年収の変動率による 
 

  ○リスク分担（標準例） 

   「横浜市指定管理者制度運用ガイドライン（第 18 版）」（21、22 ページ）に

おいて示す、指定管理者と本市が担うリスクの負担を明確にしたもの 

当該標準例に基づき、各所管課は施設の特性を踏まえリスク分担を決定し、

協定等において必ずこれを明示します。 

本市では、このリスク分担に基づき、提案時の指定管理収支計画に反映さ

れていない施設運営経費の変動（物価及び賃金水準の変動）について、指定

期間中における見直し額を毎年度算出し、指定管理料に反映します。 
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３ 指定管理料の変更の流れ 

  毎年度 10～11 月頃に、市が物価及び賃金水準の変動率を基に指定管理料の見

直し額を算出し、指定管理者と協議の上、所定の予算手続等を経て、当年度及び

翌年度の指定管理料を変更します。（変動率が上昇した場合は指定管理料への上

乗せとなります） 

 

【指定管理料への上乗せイメージ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ４ 対象施設 

本制度は令和８年度以降、原則として全ての指定管理施設を対象としますが、

以下の施設は適用対象外として取り扱います。 
 

○個別の手法により物価や賃金水準の変動に対応する施設 

「公の施設」の整備をPFI方式で実施し、指定管理者制度で運営を行う施設な

ど、他法令に基づく事業契約に基づき物価調整を行う場合は、本制度の適用

対象外です。 
 

○見直し額の算出時において開所していない施設 

毎年10～11月頃に行う見直し額の算出時に開所していない施設は、翌年度以

降から本スライド制度が適用されます。 

例：令和８年１月開所する施設の場合、令和８年度からスライド制度が適用

され、指定管理料への反映手続きが発生します。 
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第２章 物価スライド制度                           

１ 手続きの流れ 

（１）選定時の対応 

施設所管課は、施設の管理運営の費用として必要と考えられる費用総額や見

込まれる利用料金等の収入をあらかじめ勘案し、サービスの低下を招くことの

ないよう、施設ごとに適切な指定管理料の上限額を設定し、公募等を行います。 

物価の変動は当該制度により対応するため、応募団体は、指定期間中の物価

変動を織り込まずに指定管理料の提案をします。 
 

（２）指定期間中の対応 

   ア 当年度の指定管理料への反映 

施設所管課は、共創推進課の通知に基づき算出された見直し額について、

指定管理者に通知するとともに、予算補正等により必要額を措置します。 

当該変更に係る補正予算案を市会に提出する場合には、補正予算案議決後

に年度協定書の変更を行い、当年度の指定管理料に反映します。 

イ 翌年度の指定管理料への反映 

施設所管課は、見直しの対象となる経費に物価変動率を乗じた見直し額を

算出し、指定管理者に通知するとともに、予算の範囲内で見直し額を翌年度

の指定管理料に反映します。 

 指定管理者は、見直し額反映後の指定管理料を基に、事業計画書を作成

します。 

【指定期間中の対応イメージ（物価スライド）】 
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２ 算定方法 

（１）物価スライドによる見直し額の計算の考え方 

施設所管課は、指定管理料のうち対象となる経費に対し、行財政局共創推進

課が示す物価変動率を乗じて見直し額を算出し、当年度及び翌年度の指定管理

料に反映します。 
 
  【見直し額の計算イメージ】 

 

 

 
 

（２）物価スライドの対象となる経費 

指定管理料に占める人件費※以外に充てられる経費を対象とします。原則と

して年度当初に締結した年度協定書の指定管理料を、人件費とそれ以外の経費

（事務費、管理費及び事業費等）に按分し、物価スライドの対象経費を算定し

ます。 

※人件費相当の経費に係る変動は、後述の賃金水準スライドで対応します。 
 

  【対象経費のイメージ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）物価変動率の考え方 

 直近１年間の平均的な物価水準とその前の１年間の平均を比較し、変動率

を算出します。物価水準の指標には、総務省が発表する「消費者物価指数」

のうち、「生鮮食品を除く総合指数（横浜市）」を用います。 

例：令和６年 10月から令和７年９月までの平均と、令和５年 10月から令

和６年９月までの平均を比較して、その変動率を算定します。 
 

３ その他の取扱い 

（１）物価変動がマイナスとなった場合の対応について 

原則としてマイナスの変動分を指定管理料に反映（減額）します。 
 

（２）著しい社会情勢等の変化が生じた場合の対応について 

社会情勢の著しい変化による急激な物価上昇等が生じるなど、本制度による

物価変動の対応を行ってもなお、施設の収支計画に多大な影響を与える場合は、

リスク分担標準例に基づき、市と指定管理者で別途協議し、対応します。 
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第３章 賃金水準スライド制度                         

１ 手続きの流れ 

（１）選定時の対応 

施設所管課は、指定管理者の公募時に応募団体に対して、指定申請書及び事

業計画書その他の必要書類に加えて、雇用形態ごとの基礎単価及び配置人工を

記載した「賃金水準スライド提案書」（本手引きとは別に参考様式あり）の提出

を求めます。 

賃金の変動は当該制度により対応するため、応募団体は、指定期間中の賃金

変動を織り込まずに指定管理料の提案をします。 

    

（２）指定期間中の対応 

ア 当年度の指定管理料への反映 

施設所管課は、共創推進課の通知に基づき、最低賃金等の改定に伴い、指

定管理者が年度中に施設従事者の賃金引き上げ等を実施する（既に行った場

合を含む）ことを確認します。指定管理者は、当年度の賃金水準変動に伴う

影響額について算定し、施設所管課に賃金引き上げ等の対応状況と併せて報

告します。 

施設所管課は、指定管理者の報告額等を基に、指定管理者の当該年度の賃

金引き上げに係る指定管理料の見直し額を算出し、当該金額を、指定管理者

に通知するとともに、予算補正等により必要額を措置します。 

当該変更に係る補正予算案を市会に提出する場合には、補正予算案議決後

に年度協定書の変更を行い、当年度の指定管理料に反映します。 

 

イ 翌年度の指定管理料への反映 

施設所管課は、指定管理応募時に提出された賃金水準スライド提案書に記

載の基礎単価に、人件費の各変動率と配置予定人工を乗じることで見直し額

を算出します。所管課は、当該金額を指定管理者に通知するとともに、予算

の範囲内で見直し額を翌年度の指定管理料に反映します。 

指定管理者は、見直し額反映後の指定管理料を基に、事業計画書を作成す

るとともに、当該施設における従業員の人件費に適切に反映します。 
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【指定期間中の対応イメージ（賃金水準スライド）】 
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２ 算定方法 

（１）賃金水準スライドによる見直し額の計算の考え方 

ア 当年度の指定管理料への反映 

     共創推進課は、指標となる当年度の賃金額から算定した変動率を各施設所

管課へ通知します。施設所管課は、当該通知により、雇用形態ごとに、基礎

単価に計算実施年度の変動率及び翌年度の配置予定人数を乗じ、指定管理料

の引き上げ予定額（見直し額）の上限を算定するとともに、指定管理者から

提出された「賃金水準改定に伴う当年度指定管理料に係る報告書」の内容に

基づき、当年度の指定管理料に反映します。 

当該見直しに係る上限額は、賃金水準変動率から雇用形態ごとに次のとお

り設定します。 

     （ア）正規雇用職員等 

当年度当初の基礎単価×正規雇用職員等変動率×人工の 12か月分  

（イ）臨時雇用職員等 

当年度当初の基礎単価×臨時雇用職員等変動率×人工の６か月分 

     

      イ 翌年度の指定管理料への反映 

共創推進課は、当年度（以下「計算実施年度」という。）に公表された指標

となる賃金額から算定した変動率を各施設所管課へ通知します。施設所管課

は、当該通知により、提案時に提出された賃金水準スライド提案書の記載内

容に基づき、雇用形態ごとに、基礎単価に計算実施年度の変動率及び翌年度

の配置予定人数を乗じ、これらの合計を見直し額として翌年度の指定管理料

に反映します。 

なお、指定期間３年目（更新時は２年目）以降の指定管理料の見直し計算

を行う場合には、基礎単価に指定期間２年目（更新時は１年目）から計算実

施年度の前年度までに公表された全ての変動を反映させた数値（以下「累積

変動率」という。）を用いて、上記見直し額の計算します。最新の累積変動率

は、指定管理開始年度ごとに共創推進課が算定し、各施設所管課へ通知しま

す。 

 

（２）雇用形態の区分 

   見直し計算を行うにあたり、指定管理施設で直接雇用されている職員を、雇

用形態に応じて「正規雇用職員等」と「臨時雇用職員等」に区分します。 

   以下に区分の考え方を例示しますが、具体的な雇用形態は、法人、団体ごと

に異なるため、選定時に示された業務の基準や仕様書等を踏まえ、実際の雇用

状況に応じてどちらの指標を適用すべきかを判断してください。 

また、施設特性に応じて、雇用形態ごとに複数の職種（概ね５種程度まで）

に区分し、提案を求めることも可能です。 



 

11 

 

 

ア 正規雇用職員等 

長期かつ継続的な雇用契約に基づく、月額給与を基本とした雇用形態 

想定される呼称：「正社員」「社員」「月給職員」「常勤職員」等 

イ 臨時雇用職員等 

短期間又は柔軟な雇用契約に基づく、勤務時間に応じた報酬体系による雇

用形態 

想定される呼称：「アルバイト」「パート」「時給職員」「日給職員」等 

 

（３）賃金水準スライドの対象となる経費 

ア 対象となる職員 

指定管理施設で働く職員のうち、指定管理者から直接雇用されている者と

します。指定管理業務の一部再委託等による受託者の人件費や人材派遣委託

による職員は、対象外となります。 

イ 対象となる人件費 

労働基準法第11条に規定される賃金のうち、賃金水準の変動による影響を

受ける費目（給与・賃金、社会保険料等）とします。 
 

【参考：労働基準法（抜粋）】 

第11条 この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、

労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。 

 

なお、賃金水準の変動により直接的な影響を受けない費目（通勤手当、健

康診断費、退職給付費用等）については、対象外となります。 

また、当年度分に係る見直し額については、雇用形態ごとに、対象期間中

における引き上げ実施日以降の期間を対象として計算します。 

 

（４）配置予定人工の考え方 

見直し額の算定に用いる雇用人数は、配置予定の人工としてください。 

なお、過去に実際に雇用している人数を用いて算定しているケースがありま

したが、人件費の変動による見直し額をより実態に則した反映とするために、

以下の事例を参考に、正しい算定を行ってください。 
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【参考：窓口業務における雇用人数と人工の具体例】 

■雇用内容 

・窓口業務を３シフトに分け、午前及び午後シフトの時給を1,300円、夜間シフトの時給

を2,000円としている。 

・実際の雇用人数は20人である。 

■窓口業務担当職員における人工の算出方法 

①窓口には午前・午後の時間帯に４人配置、夜間に２人配置 

②午前シフトと午後シフトは同じ金額のため、職種①として８人工で申請 

③夜間シフトは職種①とは単価が異なるため、職種②として２人工で申請 
⇒配置予定人工は、雇用人数ではなく配置人数に基づく人工で算出 

 

※年度の途中で窓口スタッフの退職（雇用人数の減）が生じたとしても、人工に変更が無い場

合には、賃金水準スライドの算定額に影響しない。(上記の例：雇用人数20人⇒19人) 

 

 

（５）賃金水準変動率算定の考え方 

   賃金水準の変動率は、雇用形態ごとにそれぞれ次の変動率を用います。 

ア 正規雇用職員等 

横浜市人事委員会が公表する民間給与実態調査における「民間の給与（月

例給）」×（「12か月分」＋「特例給の支給割合」）を前年度の同式と比較して

算出した変動率 ※小数点第３位を四捨五入 

【n＋１年度の指定管理料の場合】 

変動率�％�

=
�n 年度の月例給 × �12 + n 年度の特例給割合�� − �(n − 1)年度の月例給 × �12 + (n − 1)年度の特例給割合��

(n − 1)年度の月例給 × �12 + (n − 1)年度の特例給割合�
× 100 

 

イ 臨時雇用職員等 

厚生労働省神奈川労働が公表する神奈川県最低賃金の額を前年度と比較

して算出した変動率 ※小数点第３位を四捨五入 

【n＋１年度の指定管理料の場合】 

変動率 �％� 

＝
n年度の神奈川県最低賃金の額 − (n − 1)年度の神奈川県最低賃金の額

(n − 1)年度の神奈川県最低賃金の額
× 100 

 

役職 基礎単価 雇用人数 配置人数 人工 

臨
時
雇
用
職
員
等 

窓
口
業
務 

担
当
職
員 

午前 

シフト 

1,300 円(時給)×５時間勤務×300 日開館 

＝1,950,000円/年 

20人 

４人 

８人工  午後 

シフト 

1,300 円(時給)×５時間勤務×300 日開館 

＝1,950,000円/年 
４人 

夜間 

シフト 

2,000 円(時給)×２時間勤務×300 日開館 

＝1,200,000円/年 
２人 ２人工 
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（６）人件費への適切な反映 

指定管理者は、見直し額が反映された指定管理料を原資として、賃金水準の

変動に適切に対応します。また、施設職員に対して、本制度の実施について、

文書の掲示や打ち合わせの場等の方法により周知します。 

 併せて、毎年度作成する事業報告書と併せて、賃金水準スライド実施状況報 

告書（本手引きとは別に参考様式あり）を市へ提出します。 

施設所管課は、事業報告書及び賃金水準スライド実施状況報告書を基に、賃

金水準の変動に伴う人件費の対応状況について確認を行います。当該制度によ

る見直し額が人件費に充てられていないなど適切な取扱が行われていなかっ

た場合には、指定管理者への事実関係及び理由の確認等を通じ、制度運用の適

正化を図るとともに、返還を求める場合がある点にも留意してください。 

 

３ その他の取扱い 

（１）指定期間中に賃金水準スライド提案書の記載内容が変更となる場合 

突発的な職員欠員への対応や、臨時的増員等、年度途中の人員構成の一時的

な変更に伴う人件費の変動については、指定管理者の負担とします。 

一方、複数年度にわたるような、恒常的かつ大幅な職員構成等の変更が生じ

た場合は、市との協議により賃金水準スライド提案書の内容を変更することが

できます。 

なお、変更が必要な場合には、指定管理者は施設所管課による見直し計算が

行われるまでに変更の協議を申し入れることとします。 

 

（２）賃金水準の変動率がマイナスとなった場合の対応について 

原則としてマイナスの変動分を指定管理料に反映（減額）します。 

 

（３）著しい社会情勢等の変化が生じた場合の対応について 

   施設所管課又は指定管理者は、社会情勢等の著しい変動により、賃金水準の

変動を指定管理料に反映することが不適当と認めた場合には、相手方に対して

協議を申し出ることができることとし、対応について、協議の上で定めること

とします。 

 

（４）見直し額の取扱いについて 

   見直し額については、賃金水準スライドの主旨を踏まえ、必ず人件費に充て

ることとしますが、職員への支払いの時期や方法等の実務上の取扱いについて

は指定管理者の裁量によるものとします。 
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第２部 自主事業                               

 

第１章 自主事業の定義                            

 １ 自主事業とは 

   指定管理業務として行う事業とは別に、施設の魅力向上や利用促進、利用者サ

ービスの向上等を目的として、指定管理業務の実施を妨げない範囲で、かつ、一

定の要件を満たした場合に指定管理者の提案により実施可能な事業です。 

施設の設置目的に合致するか否かによって、「自主事業（Ａ型）」及び「自主事

業（Ｂ型）」に分類されます。 
 

【事業区分の整理表】 

 

２ 指定管理事業と自主事業 

  指定管理事業は、選定時の公募要項や市と指定管理者とで締結する基本協定書

等において実施を求めている事業です。 

自主事業は、上記以外の指定管理者の責任と費用により実施する事業です。指

定管理業務とは分けた取扱が求められるため、原則として施設に応じた利用許可

手続き又は目的外使用許可等が必要になります。 

また、自主事業に係る経費は指定管理料と区分する必要があるため、指定管理

料予算を充てることはできず、また、自主事業で得た収入は原則として指定管理

者に帰属します。 

なお、公募要項等に実施の定めがなく、指定管理者自らが企画・実施をする事

業であっても、施設の設置目的に合致し、かつ、無料又は実費程度で実施される

場合は、指定管理事業として扱い、指定管理の収支に含めることができます。 
 

３ 自主事業（Ａ型）と自主事業（Ｂ型）の相違点 

   施設の設置目的内の事業を自主事業（Ａ型）、設置目的外の事業を自主事業（Ｂ

型）と分類します。 

特に自主事業（Ｂ型）は、「横浜市指定管理者制度運用ガイドライン第 18 版」

（令和７年９月）において、新たに定義した事業です。施設の設置目的外の事業

も柔軟に実施を可能とすることで、指定管理者の創意工夫が発揮された多様な事

業の企画・実施につながり、ひいては市民サービスの向上や地域の活性化に資す

ることが期待されます。 

業務の区分 
施設目的 

との関係 
事業の種類 必要な手続※ 根拠法令 

指定管理業務 
設置目的内 

指定管理事業 指定管理者制度に 
基づく 施設設置条例 

指定管理業務の

範囲外 

自主事業 
（Ａ型） 

利用許可等又は 
目的外使用許可 

施設設置条例 
横浜市公有財産規則 

設置目的外 
自主事業 
（Ｂ型） 

目的外使用許可 横浜市公有財産規則 
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４ 自主事業実施に当たっての留意点 

指定管理者が民間ノウハウを発揮して自主事業を実施することにより、魅力的

で質の高いサービスの提供につながることが期待されます。 

また、自主事業で得た収益は原則として指定管理者に帰属する取扱とすること

で、指定管理者のインセンティブ向上につなげます。 

一方で、指定管理者制度の本来の目的は、指定管理施設の運営を通じた市民サ

ービスの向上にあり、「公の施設」としての公益性も鑑み、施設の性質や設置目的

により則した事業の企画及び実施がなされることが重要です。 

自主事業は施設の効用の最大限の発揮の視点が重要であり、施設の性質もさま

ざまであることから、全ての指定管理施設で必ずしも自主事業の実施を求めるも

のではありませんが、指定管理者のノウハウを最大限に生かし、持続可能で質の

高い市民サービスの提供に資するため、自主事業の積極的な推進が望まれます。 

自主事業の企画及び実施に当たっては、施設所管課において、施設のあるべき

姿や役割等を改めて確認するとともに、指定管理者に何を求めるかについても整

理し、指定管理者と共有する必要があります。 
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第２章 実施に向けた手続き                          

１ 施設の設置目的の確認 

  自主事業の実施に当たっては、施設の設置目的を改めて明確にする必要があり

ます。その上で、設置目的と事業内容を照らし合わせて、自主事業のＡ型かＢ型

か市が判断します。 

   

２ 必要な許可手続等の確認 

   自主事業に係る施設の利用に当たっては、施設の利用許可や行政財産の目的外

使用許可等の手続が必要です。また、施設によっては個別の法令等により、事業

の実施に必要な許可手続が異なる場合があります。 

なお、建物賃貸借等により整備した指定管理施設は、本市が保有する資産では

ないため、目的外使用許可による手続によらず、転貸借等に該当する場合がりま

す。賃貸借契約書等の確認をした上で、必要な手続の検討及び整理が必要です。 

 

３ 事前協議の実施 

   自主事業の実施に当たっては、指定管理者が計画する段階で市と事前協議を行

う必要があります。施設所管課は、指定管理者から自主事業の計画を丁寧に把握

した上で、事業内容が「公の施設」としての公益性や施設の運営に支障がないこ

と等を以下の承認要件に照らして確認し、必要に応じて計画の修正や見直しを求

めます。 

また、指定管理業務とは区分した経理処理や手続が必要となるため、指定管理

者は、事業計画書等を提出し、承認を得るものとします。市は、次の承認要件に

基づいて承認の可否を判断します。 

   なお、自主事業に係る提案は、指定管理者選定時の提案書に含める方法のほか、

指定期間中に市と協議・合意の上で新たに実施することも可能とします。 

 

【自主事業（Ａ型及びＢ型）の承認要件】 

・施設の魅力向上や利用促進、利用者サービスの向上等を目的とすること。 

・地域貢献の視点を有し、地域の課題解決や活性化にも繋がりうること。 

・事業の実施が指定管理業務や施設の管理運営を妨げないものであること。 

・事業計画書等により、当該事業の実施主体が指定管理者である旨の確認がで

きること。 

・事業に係る経費は、指定管理事業の収支と明確に区分し、指定管理者自らの 

責任と費用により実施すること。(指定管理料を流用することはできない。) 

・施設を利用する場合は、実施期間等が他者の利用を著しく妨げないよう配慮

された企画であること。 

・事業実施に必要な許認可等を取得すること。 

・事業内容が公序良俗に反しないものであること。 
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・事業実施後の原状回復が可能であること。(ただし、市が原状回復を不要と

判断した場合を除く。) 

・第三者に損害を与えた場合の損害賠償など、事業実施に伴う責任は指定管理

者が負うものであること。(損害賠償保険への加入等、迅速かつ十分に対処

可能であること。) 

 

４ 事業計画書・事業報告書の作成 

指定管理者は事業計画書を作成し、事業の目的や内容、収支計画について市と

協議し承認を得ます。事業終了後に、指定管理者は市が定める期限までに事業報

告書を作成し、参加者数や収支等の実績を市へ報告します。年度終了後に事業報

告書と合わせて報告することも可能としますが、その場合、施設所管課は必要に

応じて、指定管理者に対して中間報告を求めるほか、定期的に行うモニタリング

等の機会を通じて、事業の進捗等を適切に把握してください。 

また、事業計画書や報告書は別途参考様式を活用するほか、自主事業の内容を

確実かつ丁寧に把握するため、施設の状況に応じて必要な項目を別途設けるな

どの対応を行ってください。 

なお、自主事業に係る事業計画書及び報告書は、提案どおりに施設の管理運営

がなされているかについて市民への説明責任を果たし、また、制度運用の透明

性を確保する観点から、原則として市ホームページへの掲載等により公表しま

す。ただし、当該計画書及び報告書のうち収支予算書や決算書については、所管

課が把握する必要がある一方で、指定管理者独自のノウハウ等に属する情報が

含まれることも考えられるため、公表は必須とはせずに、指定管理者と協議の

上、公表の取扱を決定します。 
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第３章 事業実施にあたって                          

１ 自主事業の費用負担 

自主事業に指定管理料を充当することはできません。そのため、経費について

は明確に区分して計上する必要があります。しかし、指定管理業務と不可分な費

用については、以下の考え方を参考に費用負担を行います。 
 

  〇光熱水費 

明確に算定できるものを除き、自主事業の実施のため新たに設置した機器等

の使用に係る光熱水費は、指定管理者の負担とします。既設の機器等の使用に係

る光熱水費については、当該費用の算定が困難である場合は、原則として指定管

理者の負担を求めません。 

〇施設利用料 

専ら施設の設置目的の達成のために行われると認められる自主事業について

は、施設利用料を減免することも可能とします。 

〇人件費 

専ら自主事業の企画・実施に従事するために雇用した職員の人件費は、指定

管理料の収支とは区分して計上することとし、賃金水準スライドの対象としな

いものとします。 

 

２ 収益の取扱い 

自主事業の収益は、原則として指定管理者に帰属します。 

ただし、「公の施設」で実施する事業であることを踏まえ、公益性に鑑み、見込

まれる利益の程度により、市と指定管理者が丁寧に協議を行い、双方の合意の下、

収益の一部を施設運営等、市に還元することも可能です。還元方法の例として、

利用者ニーズに応じた備品購入、利用者向けサービス（無料事業の開催等）の実

施、次回自主事業へ再投資等の方法が想定されます。 

 

３ 自主事業の評価 

自主事業は、施設の魅力を高め、市民サービスの質を向上させる重要な取組で

す。単なる形式的な提案募集にとどまらず、施設の特性を踏まえた積極的な提案

を促し、評価の視点を明確にすることが大切です。 

（１）公募時の考え方 

    施設所管課は、施設の役割や利用者ニーズ等を踏まえ、自主事業の提案を求

めるかを検討してください。自主事業の展開余地がある施設については、公募

時に積極的に提案を求めることが望ましいと考えます。 

    提案を求める場合は、評価項目とウェイトを公募要項で明確に規定してくだ

さい。ウェイトについては、施設の性質に応じて柔軟に設定しますが、過度に

高く設定すると指定管理業務自体の適正な評価に影響を及ぼしかねないため、

全体評価のバランスに留意してください。 
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（２）事業終了時の考え方 

    指定管理者から提出された事業報告書等に基づき、市は自主事業の成果や次   

回に向けた改善点の確認を行います。評価にあたっては、事業の目的や目標、

評価の方法や指標等を事前に明確にしておくことが重要です。 
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第４章 参考資料                               

１ 指定管理事業と自主事業の想定事例及び運用に当たっての原則と例外 
 

■指定管理事業と自主事業の判断基準：原則 

施設の設置目的達成のため、公募要項や基本協定書等で指定管理者に実施を求

める事業は、指定管理事業として取り扱い、それ以外の指定管理者が自ら企画・

立案して行われる事業は自主事業として取り扱います。 

  【想定される具体例】※ 

・指定管理業務（選定時の公募要項に実施を求める記載があるもの） 

スポーツ施設における市民向けスポーツ教室の開催 

・自主事業（Ａ型） 

 スポーツ施設における開館時間外の枠を活用したスポーツ教室の開催 

・自主事業（Ｂ型） 

 スポーツ施設敷地内の空きスペースを活用し、新たに飲食スペースの設置、運

営 

（施設の設置目的との関係性が低く、収益性の高いものを想定） 
 

※例示上の想定であり、実際の施設運営とは関係ありません。 

 

■自主事業（Ａ型）における取扱の例外 ※ 

公募要項等において指定管理者に実施を求めておらず、指定管理者の企画・立

案で実施される事業は、本来、自主事業として区分されますが、施設の設置目的

に合致し、かつ、利用者サービスの向上に資するものであり、無料又は実費相当

程度の低廉な参加料で実施される場合は、市と指定管理者が協議の上、指定管理

事業に準じるものとして取り扱い、当該事業に係る費用を指定管理の収支に含め

ることができます。 

【想定される具体例】 

・指定管理業務又は自主事業（Ａ型）いずれの取扱も可能 

公会堂における入場料無料の避難訓練コンサートの実施 

地区センターにおける夏休み子供向け工作教室の実施 
 

※例示上の想定であり、実際の施設運営とは関係ありません。 
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２ 文科省事務連絡(令和５年 12月 14日)(公民館での営利事業に関する解釈) 
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第３部 その他制度運用に係る事項                          

 １ 個人情報の取扱い（ガイドライン31ページ） 

 （１）個人情報の保護に関する規定 

指定管理者が業務の中で個人情報を取り扱う場合、市は協定等において、個

人情報保護に関する法令等の遵守と適正な取扱いを求めます。 

併せて、「個人情報取扱特記事項」を別途取り交わす必要があります。 

 

（２）保有個人データの開示請求への対応 

保有個人データの開示等の請求に関しては、手続の統一を図るため、市は協

定等において、「指定管理者の保有する保有個人データの開示等の請求に関す

る標準規程」に準拠した規程を指定管理者が作成し、適切に対応するよう定め

ます。 

なお、「標準規程」は、行財政局共創推進課が別途示す最新の規程を参照して

ください。 

 

（３）個人情報漏えい事故の事例と対応の必要性 

令和４年に他都市において、受託業者が定められた個人情報取扱のルールを

守らなかったことにより、市民全員の個人情報が記載されたUSBメモリを紛失

する事故が発生しました。 

また、令和６年１月には、本市の指定管理施設において、個人情報を私用の

USBメモリに保存し、必要な手続きを経ずに外部へ持ち出した結果、紛失する

事故が発生しています。個人情報が流出した場合には、公共への信頼を損ない、

甚大な被害をもたらすため、指定管理者のみならず、自治体も一定の責任を負

うことになります。 

こうした事故を防ぐため、市は協定締結時に個人情報保護に必要な措置を確

認するとともに、令和５年度から適用された「個人情報取扱特記事項」に基づ

き、作業場所の検査対応など、施設所管課が指定期間中における取扱状況を適

切に確認することが必要です。 

 

２ 施設修繕への対応の考え方 （ガイドライン32ページ） 

  市と指定管理者が実施する修繕の範囲を明確に示すことは、施設機能の維持や

安全確保の視点に加え、指定期間中における管理運営の見通しをより立てやすく

することや、事前の取り決めに従い迅速な対応が可能となる点からも有効です。 

修繕の基本的な考え方については、ガイドライン 第６章３「（２）施設修繕へ

の対応」に記載しており、市は指定管理者の公募にあたり、あらかじめ指定管理

者が行う修繕の範囲を検討・設定の上、公募要項や協定等でこれを明示する必要

があります。ついては、以下の留意点を参考に、施設の規模や性質に応じて、適

切に修繕の範囲を検討・設定を行うものとします。 
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【参考：横浜市指定管理者制度運用ガイドライン（抜粋）】 

（第６章３「（２）施設修繕への対応） 

指定管理者が行う修繕の範囲は、施設の機能維持に必要であり、かつ維持管理に伴

い日常的に発生しうる軽微な経年劣化や損傷に係る機能回復への対応を基本とする。  

一方、施設の長寿命化対策や老朽化による大規模修繕及び機能向上等を目的とする

改修については、原則として市が実施する。 

 

（１）修繕の金額によって範囲を区分する場合 

１件あたりの修繕金額により市と指定管理者が実施する修繕の範囲を区分

することは、分担の判断が容易となるメリットを有する一方で、金額のみで判

断し、本来市が実施すべき性質の修繕（機能向上等の性質を持つものや長寿命

化対応のための大規模修繕等）を指定管理者に行わせることがないよう注意が

必要です。 

公募時のリスク分担等において、「修繕１件当たりの上限額」と併せて「一定

期間当たり（年度ごと）の修繕費の上限額」についても示すことを原則としま

す。また、修繕費の割合が施設運営に当たり過度に影響を与えないよう、施設

の規模や指定管理料に応じた設定としてください。 

なお、比較的大規模な施設や舞台・音響装置などの専門的な設備を有する施

設等においては、ガイドラインで示す範囲を超える修繕を指定管理者に委ねる

ことも想定されます。施設の性質等に鑑み、ガイドラインと異なる取扱を行う

場合には、公募要項等や仕様書で事前にその範囲を明示するとともに、当該修

繕範囲を適切に反映した指定管理料の上限額を設定してください。 

 

（２）修繕費の取扱の留意点等 

修繕に係る支出について、当該施設の維持管理のために行う現状や機能回復

を目的とする費用は、通常は修繕費として会計上の費用処理（損金経理※）を

行うことができます。 

一方、施設の価値を高めたり、その耐久性を増すことになる部分の支出は資

本的支出※に該当する場合があり、当該修繕箇所が指定管理者の償却資産とし

て扱われる可能性があるため、原則として市が実施することが望ましいものと

考えます。 

なお、指定管理者の提案等により、指定管理者が機能向上等を目的とする改

修を行う場合、指定期間終了時には原状回復を原則とし、取扱いについて事前

に協議を行っておく必要があります。当該修繕に係る寄付を市に行う場合にも

あらかじめ協議を行い、手続について明確にしておくとともに、一定の金額以

上の場合には、市会報告を行う必要がある点についても留意してください。 

 

※損金経理や資本的支出の具体的な内容については、「国税庁ホームページ 

第８節 資本的支出と修繕費」を参照してください。 

https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/07/07_08.htm 

https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/07/07_08.htm
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 ３ 次期選定への実績評価の反映（ガイドライン36ページ） 

（１）実績評価の反映の基本方針 

   次期指定期間に向けた施設運営改善のため、次期選定において現指定管理者

が応募した場合、施設所管課は、これまでの管理運営の実績を加減点評価とし

て選定評価に反映することができます。 

 

（２）競争性への配慮と評価原則 

実績評価の反映は、継続して管理運営を行う事業者にとってはインセンティ

ブとなる一方で、過度な実績評価は、他の事業者の参入意欲を減退させ、競争

性を阻害する可能性があります。そのため、実績評価を反映する際には、以下

の３つの原則を遵守してください。 

○実績評価の選定に占める割合は最大10％以下とすること 

（競争性の阻害を最小限に抑えるため） 

○加点だけではなく、要求水準を下回った場合には減点を行うこと 

（他の候補者との公平性を確保するため） 

○最低限の要求水準（協定の下限）を満たすだけでは加点しないこと 

（協定の下限遵守は当然であり、加点には値しないため） 

 

（３）減点評価の対象と確認方法 

減点を行う際は、市の要求水準を下回った場合に加え、選定時に特筆すべき

提案があったにもかかわらず、指定期間中にその提案が達成されなかった場合

も、その他の実績と合わせて最大５％以下の減点評価を行います。 

この「特筆すべき提案」については、指定期間中の実現状況を毎年度確認す

ることとします。ただし、提案が実現できなかった理由が指定管理者の責によ

らない場合は、減点の対象とはしません。 

 

 ４ 各種税の取扱い 

（１）消費税・地方消費税 

消費税法第２条第１項第８号では、課税対象となる「資産の譲渡等」につい

て、「事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸し付け並びに役務の提

供をいう」と規定されています。 

 このため、指定管理料は原則として全額が消費税および地方消費税の課税対

象となります。 

ただし、事業の内容によっては非課税となる場合もあるため、各指定管理者

は事前に確認の上、適切に取り扱ってください。 
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（２）印紙税 

印紙税法第２条の規定に基づき、請負契約書に該当する書面には収入印紙の

貼付が義務付けられており、指定管理に係る協定書にも収入印紙を貼付するケ

ースが見受けられました。 

総務省からは、指定管理の協定は契約ではなく、「指定」という行政処分の附

款であること、また、指定管理の法的性質は、「仕事の完成」を約する「請負」

ではないこと等の理由から、指定管理に係る協定書は「請負契約書」に該当し

ない旨の見解が示されています。 

ついては、指定管理に係る協定書への収入印紙の貼付は不要と解釈して差し

支えありません（ただし、PFI事業を除外します。）。 

 

（３）事業所税 

総務省市町村税課長通知（平成17年11月14日 総税市第59号）に基づき、利用

料金制を適用している「公の施設」の管理運営事業は、事業所税の課税上、収

益事業として扱われる可能性があります。これは、公益法人が指定管理者であ

る場合も含まれます。 

事業所税の課税対象となるかは、必要に応じて各指定管理者が総務局主税部

法人課税課に確認の上、適切に取り扱ってください。 

 

（４）法人市民税・法人県民税 

指定管理者が「公の施設」の管理運営を行う場合、株式会社・財団法人に加

え、特定非営利活動法人、地縁による団体（法第260条の２第１項の認可を受け

たもの）、法人でない社団・財団（代表者又は管理人の定めがあるもの）も、「法

人」として法人市民税・法人県民税（法人税割・均等割）の課税対象となりま

す。 

課税の有無については、必要に応じて各指定管理者が総務局主税部法人課税

課に確認の上、適切に取り扱ってください。 

 

（５）固定資産税（償却資産） 

指定管理者が施設の管理運営にあたり取得した事業用資産は、一定金額を超

える場合には、原則として固定資産税（償却資産）の課税対象となります。 

 具体的な取扱いについては、必要に応じて各指定管理者が総務局主税部償却

資産課に確認の上、適切に取り扱ってください。 

 

５ 各種保険への加入 

（１）労働保険（雇用保険・労災保険） 

労働保険とは、雇用保険と労働者災害補償保険（一般に「労災保険」と呼ば

れる）の総称です。 
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 労働者（パートやアルバイトを含む）を１人以上雇用している場合、指定管

理者は労災保険の加入手続きを行う必要があります。また、労災保険加入者の

うち、所定の労働時間を超えて雇用の見込みがある場合には、雇用保険の加入

義務も有します。 

 

（２）社会保険（健康保険・厚生年金保険） 

法人事業所で従業員が常時勤務している場合や、個人事業所で常時５人以上

の従業員を雇用する場合は、健康保険及び厚生年金保険の適用事業所となりま

す。従業員は国籍・地位・性別・報酬に関係なく被保険者となりますが、年齢

等により加入要件が異なる場合があります。 

一方、個人経営で従業員数が少ない場合は、社会保険の適用事業所とならな

いこともあるため、任意加入の有無を含めて確認が必要です。 

施設所管課は、指定管理者が社会的責任を果たしているかを確認するため、

労働保険・社会保険の加入状況を把握する必要があるため、選定時には加入状

況を証明する書類の提出を求めます。 

 

 （３）損害賠償責任と施設賠償責任保険への加入 

ア 損害賠償責任の発生可能性 

施設の管理運営中に、故意・過失・施設の瑕疵などにより利用者等に損害

が発生した場合、原則として「リスク分担（標準例）」に基づき、帰責事由

のある者が損害賠償責任を負います。 

ただし、損害を受けた者が国家賠償法第１条及び第２条、民法第715条等

の規定に基づき、市に対して損害賠償を請求する可能性があります。 

この場合、市が賠償した損害について、指定管理者に帰責性があるとき

は、市は指定管理者に対してこれを求償することができます。 

 

イ 施設賠償責任保険への加入 

指定管理施設における事故発生時のリスクに備えるため、指定管理者に

対して「施設賠償責任保険」（指定管理者特約条項付き）に加入することを

原則として義務付けます。 

損害賠償責任が発生した際には、当該保険金によって対応します。 

また、保険加入にあたっては、以下の条件を満たす必要があります。 

・指定管理者が費用を負担すること 

・指定管理者を記名被保険者、市を追加被保険者、利用者等を保険金請求

権者とすること 

・指定管理者が加入手続きを行うこと 

施設所管課は、保険の付保範囲や必要な補償内容、既加入保険がある場合

にはその内容等を公募要項に明記します。 
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また、保険加入を求める理由は、以下のとおりです。 

・指定管理者が損害賠償請求に対応する十分な支払能力を有しないケー

スも想定されるため 

・被害者に対して迅速な対応を可能とするため 

・過失責任の割合等に関する市と指定管理者間の争訟を避けるため 

 

６ 備品の取扱い 

（１）備品の管理 

  ア 備品の分類と管理方法 

指定管理者は、施設の運営にあたり貸与を受けた市が所有する備品を常に

良好な状態を保つ必要があります。 

備品は以下の２種類に分類し、備品リストに基づいて管理します。 

・Ⅰ種備品：市が所有し、指定管理者に貸与する備品 

・Ⅱ種備品：指定管理者が所有する備品 

 

イ Ⅰ種備品の管理に関する留意点 

市がⅠ種備品の一義的な管理責任を負うため、本市物品規則に準拠した管

理が望まれます。 

Ⅰ種備品が経年劣化等により使用できなくなった場合は、指定管理者が修

理・修繕により機能回復を行うことを原則としますが、費用対効果等を考慮

し、市と指定管理者が協議の上、更新を行うことも可能とします。 

修理・修繕又は更新にかかる費用が、指定管理料に対し過大な負担となる

ことが見込まれる場合には、市と指定管理者が協議し、当該費用の負担者を

決定します。 

なお、当該備品の使用状況や調達の容易さ等の理由から、特段の事情が認

められる場合には、市の承認を得た上で、修理・修繕及び再調達を行わない

取扱いも可能とします。 

使用不能となったⅠ種備品は、速やかに廃棄手続きを行います。 

 

ウ 棚卸と引継ぎの重要性 

備品リストと現物の突合（棚卸）が適切に実施されていることは、施設サ

ービスの維持に資するだけでなく、指定管理者変更時の円滑な引継ぎにも重

要です。 

ついては、棚卸は年１回以上の実施を基本としますが、施設の特性や備品

の重要性に応じて施設所管課は備品の棚卸の頻度を変更することを可能と

します。ただし指定期間が５年間の場合においては、全備品の棚卸を少なく

とも期間中に最低１回以上実施するものとします。 

なお、新規購入のⅠ種備品については、施設モニタリング等の機会を活用

して設置状況等の確認を遅滞なく行います。 
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エ Ⅰ種備品の所有権移転と台帳管理 

指定管理者がⅠ種備品の更新に伴い備品を購入した場合、原則として所 

有権は指定管理者に帰属します。 

市がⅠ種備品として適切に管理するためには、所有権の移転手続が必要

です。 

施設所管課は、指定管理者による購入時に、事前協議やモニタリングを

通じて、移転手続や台帳記載の適正性を確認します。 

 

オ Ⅱ種備品の管理 

Ⅱ種備品は、指定管理者の負担で取得・所有するものですが、施設サービ

スの維持向上に資する備品として、Ⅱ種リストに登録し、適切に管理する必

要があります。 

 

（２）消耗品の管理 

以下の基準に基づき、施設の実情に応じて取扱いを整理し、Ⅰ種備品との区

別を明確にした上で管理を行う必要があります。 

 

ア 備品と消耗品の定義 

本市物品規則では、以下のように定義されています。 

・消耗品：短期間の使用で性質・形状が変化し、消耗するもの 

・備品：長期間使用可能で、性質・形状が変わらないもの 

 

イ 区分基準の改正と対応 

令和５年４月から、本市の備品と消耗品の区分基準が改正されました。 

取得価格（消費税込・付随費用を含む。）が10万円未満の物品は、備品の性

質を有していても消耗品として扱うことが可能です。 

ただし、以下に例示する物品は消耗品に該当させる場合であっても、管理

簿等を作成し、保管・使用状況に応じた管理を適切に行ってください。 

・パソコン及びディスプレイ 

・金券類（図書カード、QUOカード等） 

・持ち運びが可能な電子機器（デジタルカメラ、携帯電話等） 

 

（３）物品等のリース契約 

ア 契約期間の原則 

指定管理者は、管理に必要な物品についてリース契約による調達を可能

としますが、当該リースの契約期間は、原則として指定期間内に終了する

よう設定するものとします。 
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イ 指定期間を超える契約への対応 

施設の性質や物品の特殊性等を鑑み、指定期間を超える契約が必要な場

合は、以下の点に留意してください。 

・基本協定書に事前協議に関する項目を規定し、契約内容を把握する 

こと 

    ・指定期間終了後の取扱いを協議により明確にしておくこと 

・次期指定管理者への引継ぎの有無等を公募要項で条件提示すること 

 ※契約内容に、契約者の地位の承継に関する条項を盛り込むことが望ま 

しい。 

 

７ 情報公開の実施 

（１）情報公開の必要性 

指定管理者制度の運用には高い透明性が求められます。 

そのため、市及び指定管理者は、「公の施設」の管理運営業務に関して保有す

る情報の公開に積極的に取り組む必要があります。 

 

（２）情報公開規程の整備 

基本協定等において、「横浜市の保有する情報の公開に関する条例（平成12年

２月横浜市条例第１号）」の趣旨に則り、情報公開の対応を規定してください。 

具体的には、以下の内容を盛り込む必要があります。 

・市が示す「指定管理者の情報の公開に関する標準規程」に準拠すること 

・各指定管理者が「情報公開規程」を作成すること 

・作成した規程に基づき、情報開示の申出等に対して適切に対応すること 

 

８ 次期指定管理者への引継ぎの実施 

（１）引継ぎの基本的な考え方 

指定管理者が変更となる場合、施設サービスの継続性の確保に関する最終的

な責任は市が負います。一方で、管理運営の細部の引継ぎに関しては、旧指定

管理者の協力が不可欠となるため、施設の特性・状況に応じて、以下のような

適切な引継ぎ方法を検討してください。 

 

（２）引継ぎの際の留意事項 

主な留意事項は以下のとおりです。これらも踏まえた引継事項のチェックリ

ストを市が作成し、新旧指定管理者及び市の三者が立ち会い、署名することで

引継完了とするなど、引継ぎ事項の漏れを防ぐことが重要です。 

○指定管理料の支払い条件 

指定管理料が分割支払いの場合、最終期の支払いは、引継ぎ完了後に行う。 
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○建物・設備・備品の引渡し 

建物・設備は原則として原状回復とするが、困難又は不適当な場合は、市

との合意により現状での引渡しも可能。備品については、以下のように区分

して管理。 

 ・指定管理期間当初から存在した備品 

（市又は前指定管理者から引継いだもの） 

・指定期間中に購入等を行った備品 

（市負担／指定管理者負担） 

 このうち、市負担で取得した備品と当初から存在した備品は、次期指定管

理者に確実に引継ぐ。 

指定管理者負担で取得した備品は、市と旧指定管理者の協議により取扱い

を定める。 

○業務関連文書の引渡し 

指定管理業務に必要な文書は、指定期間終了後に旧指定管理者が市へ確実  

に引渡すことを協定等で定める。 

○回数券・ポイントカード等の取扱い 

利用者サービスの一環として、回数券等の制度を導入している施設におい

ては、指定管理者の変更時には新旧指定管理者のみならず、利用者の権利関

係等にも影響を及ぼす可能性があるため、返換金や交換・継続使用の可否な

どを事前に定めるとともに、利用者等への周知徹底に努めることが必要。 

 

（３）個人情報の引継ぎに関する留意点 

個人情報の引継ぎに際しては、漏えいがないよう確実に引継ぐことが必要で

す。 

また、保有の必要が無くなった個人情報は、適切な手段で速やかに廃棄する

よう、施設所管課が新旧指定管理者に指示してください。 

特に、従前の指定管理者が独自システム等を使用して個人情報を取り扱って

いた場合は、当該個人情報の次期指定管理者への引継ぎやデータの廃棄が確実

に行われるよう、十分に確認することが施設所管課には求められます。 

 

９ 収支の明確化と第三者委託の取扱い 

（１）本部経費の明確化 

   指定管理者は、毎年の収支計画書に事務経費（本部分）の科目一覧を添付し、

前年度から大幅に金額が変動している場合、施設所管課は指定管理者から理由

を聞き取り、収支の実態を把握します。 

（２）収支予算書・報告書の説明欄及び補正額欄の活用 

指定管理者は、予算額と決算額に一定割合以上の乖離がある項目については、

その主な原因を説明欄に記載します。 
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また、再委託等を行っている施設管理経費の内容についても、必要に応じて

その内訳の把握を行います。 

なお、当初予算から変更が生じた場合については「補正額」欄を適宜活用し、

記載します。 

（３）第三者への業務委託 

指定管理者は当年度末までに、翌年度の第三者委託について、委託予定先、

業務内容、委託理由や契約方法等を施設所管課と事前に協議します。施設所管

課は委託の妥当性について確認のうえ承認します。 
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